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告 
 

示 

  
特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生
活

部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
及
び
埼
玉
県
南
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び

に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（
埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://www.s

aitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
九
月
七
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
二
年
九
月
一
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

 
 

特
定
非
営
利
活
動
法
人 

住
み
た
い
朝
霞
ま
ち
づ
く
り
ネ
ッ
ト
ワ
ー
ク 

三 

代
表
者
の
氏
名 

 
 

岩
垣 

清
文 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
朝
霞
市
三
原
一
丁
目
六
番
十
九
ー
二
〇
一
号 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

 
 

こ
の
法
人
は
、
朝
霞
市
及
び
そ
の
周
辺
の
ま
ち
づ
く
り
に
関
わ
る
諸
企
画
及
び
提
案
を
行

い
、
明
る
く
活
力
の
あ
る
住
み
よ
い
ま
ち
朝
霞
の
実
現
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
九
十
七
号



告 
 

示 
  

特
定
非
営
利
活
動
促
進
法
（
平
成
十
年
法
律
第
七
号
）
第
十
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
特
定
非

営
利
活
動
法
人
を
設
立
し
よ
う
と
す
る
者
か
ら
、
次
の
と
お
り
申
請
書
が
提
出
さ
れ
た
の
で
、
同

条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
す
る
。 

 

な
お
、
当
該
申
請
に
係
る
定
款
、
役
員
名
簿
、
設
立
趣
旨
書
並
び
に
設
立
当
初
の
事
業
年
度
及

び
翌
事
業
年
度
の
事
業
計
画
書
及
び
収
支
予
算
書
を
申
請
の
あ
っ
た
日
か
ら
二
月
間
、
県
民
生
活

部
Ｎ
Ｐ
Ｏ
活
動
推
進
課
に
お
い
て
備
え
置
く
方
法
並
び
に
イ
ン
タ
ー
ネ
ッ
ト
を
利
用
す
る
方
法
（

埼
玉
県
Ｎ
Ｐ
Ｏ
情
報
ス
テ
ー
シ
ョ
ン
（http://www.saitamaken-npo.net/

）
）
に
よ
り
縦
覧

に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
九
月
七
日 

 
 

 
 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

申
請
の
あ
っ
た
年
月
日 

平
成
二
十
二
年
八
月
二
十
七
日 

二 

申
請
に
係
る
特
定
非
営
利
活
動
法
人
の
名
称 

特
定
非
営
利
活
動
法
人
埼
玉
県
防
犯
防
災
相
談
セ
ン
タ
ー 

三 

代
表
者
の
氏
名 

菅
原 

光
明 

四 

主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
浦
和
区
常
盤
一
丁
目
一
番
七
―
一
三
〇
二
号 

五 

定
款
に
記
載
さ
れ
た
目
的 

こ
の
法
人
は
、
埼
玉
県
と
周
辺
地
域
の
住
民
に
対
し
て
、
防
犯
、
防
災
対
策
の
相
談
、
防
犯
、

防
災
対
策
の
助
言
、
防
犯
、
防
災
に
関
す
る
普
及
啓
発
活
動
等
に
関
す
る
事
業
を
行
い
、
埼
玉

県
地
域
の
住
・
生
活
環
境
の
安
全
安
心
の
創
造
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と
す
る
。 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
九
十
八
号



告 
 

示 

  
土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届

出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
九
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
と
し
て
指
定
す
る
区
域 

 
 

別
図
の
と
お
り
（
新
座
市
野
火
止
三
丁
目
九
六
五
番
一
の
一
部
及
び
九
六
五
番
二
六
の
一
部
） 

二 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項 

 

の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類 

 
 

ふ
っ
素
及
び
そ
の
化
合
物 

埼
玉
県
告
示
第
千
百
九
十
九
号



別図

形質変更時

要届出区域

＜起点＞

起点は、新座市野火止

三丁目965番26の最北端

とする。

＜格子の回転角度＞

47度26分45秒

起点を通り東西方向及び

南北方向に引いた線並びに

これらと平行して10 m間隔

で引いた線より構成される

格子を、起点を支点に右方

向に回転させた角度を示す。

起点

敷地境界



告 
 

示 

  
土
壌
汚
染
対
策
法
（
平
成
十
四
年
法
律
第
五
十
三
号
）
第
十
一
条
第
一
項
の
規
定
に
基
づ
き
、

特
定
有
害
物
質
に
よ
っ
て
汚
染
さ
れ
て
お
り
、
土
地
の
形
質
の
変
更
を
し
よ
う
と
す
る
と
き
の
届

出
を
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
区
域
を
次
の
と
お
り
指
定
す
る
。 

 
 

平
成
ニ
十
ニ
年
九
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

形
質
変
更
時
要
届
出
区
域
と
し
て
指
定
す
る
区
域 

 
 

別
図
の
と
お
り
（
東
松
山
市
松
本
町
一
丁
目
四
七
〇
一
番
ニ
の
一
部
） 

二 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項

及
び
第
ニ
項
の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類 

 
 

 

シ
ア
ン
化
合
物 

三 

土
壌
汚
染
対
策
法
施
行
規
則
（
平
成
十
四
年
環
境
省
令
第
二
十
九
号
）
第
三
十
一
条
第
一
項

の
基
準
に
適
合
し
て
い
な
い
特
定
有
害
物
質
の
種
類 

 
 

テ
ト
ラ
ク
ロ
ロ
エ
チ
レ
ン 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
号



30m

別 図

＜起点＞

30m

形質変更時要届出区域

別 図

＜起点＞

起点は、東松山

市松本町一丁目

４７０１番２の最北

端を起点とする。



告 
 

示 

  
砂
利
採
取
法
（
昭
和
四
十
三
年
法
律
第
七
十
四
号
）
第
十
五
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
、
平
成

二
十
二
年
度
砂
利
採
取
業
務
主
任
者
試
験
を
次
の
と
お
り
実
施
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
九
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

試
験
期
日 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
一
月
十
二
日
（
金
）
午
前
十
時
か
ら
十
二
時
ま
で 

二 

試
験
場
所 

 
 

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
一
番
四
号 

 
 

埼
玉
会
館
３
Ｃ
会
議
室 

三 

受
験
手
続 

 

イ 

受
験
願
書
の
入
手
方
法 

 
 

 

埼
玉
県
環
境
部
自
然
環
境
課
、
各
環
境
管
理
事
務
所
並
び
に
各
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー
及
び 

 
 

同
事
務
所
に
お
い
て
、
平
成
二
十
二
年
十
月
一
日
（
金
）
か
ら
配
布
す
る
。 

 

ロ 

申
込
方
法 

 
 

 

受
験
願
書
等
に
必
要
事
項
を
記
入
の
上
、
簡
易
書
留
で
郵
送
す
る
こ
と
。 

 

ハ 

受
付
期
間 

 
 

 

平
成
二
十
二
年
十
月
一
日
（
金
）
か
ら
十
月
十
五
日
（
金
）
ま
で
（
期
間
内
消
印
有
効
） 

四 

受
験
願
書
の
提
出
先 

 
 

郵
便
番
号
三
三
〇
ー
九
三
〇
一 

さ
い
た
ま
市
浦
和
区
高
砂
三
丁
目
十
五
番
一
号 

 
 

埼
玉
県
環
境
部
自
然
環
境
課 

五 

試
験
手
数
料 

 
 

八
千
円
に
相
当
す
る
額
の
埼
玉
県
収
入
証
紙
を
願
書
に
は
り
付
け
て
納
付
す
る
こ
と
。 

六 

試
験
科
目 

 

イ 

砂
利
の
採
取
に
関
す
る
法
令 

 

ロ 

砂
利
の
採
取
に
関
す
る
技
術
的
な
事
項
（
基
礎
的
な
土
木
及
び
河
川
工
学
に
関
す
る
事
項 

 
 

を
含
む
） 

    

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
一
号



 

告 
 

示 
  

障
害
者
自
立
支
援
法
（
平
成
十
七
年
法
律
第
百
二
十
三
号
）
第
五
十
条
第
一
項
第
五
号
及
び
第

七
号
の
規
定
に
よ
り
指
定
を
取
り
消
し
た
の
で
、
同
法
第
五
十
一
条
第
四
号
の
規
定
に
よ
り
次
の

と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
九
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

事
業
者
の
名
称 

 
 

株
式
会
社
セ
ン
ド
ラ
ン
ミ
サ
ト 

二 

事
業
者
の
主
た
る
事
務
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
児
玉
郡
美
里
町
大
字
木
部
字
下
谷
八
十
番
地
一 

三 

事
業
所
の
名
称 

 
 

セ
ン
ド
ラ
ン
ミ
サ
ト 

四 

事
業
所
の
所
在
地 

 
 

埼
玉
県
児
玉
郡
美
里
町
大
字
木
部
字
下
谷
八
十
番
地
一 

五 

事
業
所
番
号 

 
 

一
一
一
四
二
六
六
七
一
九 

六 

サ
ー
ビ
ス
の
種
類 

 
 

就
労
継
続
支
援
Ａ
型 

七 

指
定
取
消
年
月
日 

 
 

平
成
二
十
二
年
八
月
十
七
日
（
効
力
発
生
日
は
、
平
成
二
十
二
年
十
月
一
日
） 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
二
号



告 
 

示 

  
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
意
見
を
次

の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
九
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

意
見
の
概
要 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

（
仮
称
）
い
な
げ
や
志
木
柏
町
店 

 
 

 

志
木
市
柏
町
一
丁
目
九
百
三
十
番
十
四
号 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
そ
の
他
の
意
見
の
概
要 

 
 

 

中
心
市
街
地
活
性
化
の
た
め
各
種
取
組
に
積
極
的
に
参
画
・
協
力
を
行
う
こ
と
。 

 
 

 

祭
や
伝
統
行
事
な
ど
、
地
域
で
行
わ
れ
る
各
種
行
事
に
対
し
、
企
画
段
階
か
ら
参
画
し
、 

 
 

行
事
等
を
実
施
す
る
自
治
会
を
は
じ
め
と
す
る
各
種
団
体
に
対
し
、
可
能
な
限
り
活
動
場
所 

 
 

の
提
供
や
従
業
員
に
よ
る
協
力
を
行
う
こ
と
。 

 
 

 

地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ス
ペ
ー
ス
の
提
供
を
行
う
こ
と
。 

 
 

 

退
店
、
撤
退
時
期
や
そ
の
後
の
対
応
策
等
に
つ
い
て
、
可
能
な
限
り
早
期
に
情
報
提
供
を 

 
 

行
う
こ
と
。 

 
 

 

志
木
市
商
工
会
は
、
商
店
会
を
サ
ポ
ー
ト
し
、
地
域
全
体
の
商
業
活
性
化
を
推
進
す
る
団 

 
 

体
で
あ
り
、株
式
会
社
い
な
げ
や
は
地
域
を
形
作
る
事
業
者
の
一
員
で
あ
る
こ
と
を
自
覚
し
、 

 
 

テ
ナ
ン
ト
事
業
者
を
含
め
、
志
木
市
商
工
会
に
加
入
し
、
地
域
と
連
携
し
て
地
域
経
済
の
活 

 
 

性
化
に
取
り
組
む
こ
と
。 

 
 

 

地
域
の
事
業
者
と
し
て
地
域
経
済
の
活
性
化
に
貢
献
す
る
と
い
う
視
点
か
ら
、
商
店
会
等 

 
 

が
取
り
組
む
共
同
売
出
し
等
の
共
同
事
業
へ
の
企
画
段
階
か
ら
参
画
や
実
施
時
の
ス
ペ
ー
ス 

 
 

の
提
供
、
地
域
の
環
境
整
備
な
ど
の
協
力
を
行
う
こ
と
。 

 
 

 

各
店
舗
の
販
売
商
品
や
、
店
舗
の
清
掃
・
廃
棄
物
の
処
理
・
警
備
、
広
告
印
刷
や
使
用
す 

 
 

る
事
務
用
品
な
ど
の
間
接
部
門
に
お
い
て
は
、
地
域
経
済
を
活
性
化
す
る
た
め
、
志
木
市
内 

 
 

の
事
業
所
ひ
い
て
は
志
木
市
商
工
会
会
員
事
業
所
と
の
取
引
を
適
正
価
格
で
最
優
先
に
努
め 

 
 

る
こ
と
。 

 
 

 

「
地
域
と
協
働
」
で
き
る
販
売
形
態
・
小
売
価
格
へ
の
配
慮
に
努
め
る
こ
と
。 

 
 

 

志
木
市
内
商
工
業
者
を
対
象
と
す
る
説
明
会
の
実
施
を
要
望
す
る
。 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
二
年
九
月
七
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
十
月
七
日
ま
で 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
三
号



三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
南
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 



告 
 

示 

  
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
意
見
を
次

の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
九
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

意
見
の
概
要 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ビ
バ
ホ
ー
ム
志
木
店 

 
 

 

志
木
市
柏
町
一
丁
目
九
百
三
十
番
十
三
号 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
そ
の
他
の
意
見
の
概
要 

 
 

 

中
心
市
街
地
活
性
化
の
た
め
各
種
取
組
に
積
極
的
に
参
画
・
協
力
を
行
う
こ
と
。 

 
 

 

祭
や
伝
統
行
事
な
ど
、
地
域
で
行
わ
れ
る
各
種
行
事
に
対
し
、
企
画
段
階
か
ら
参
画
し
、 

 
 

行
事
等
を
実
施
す
る
自
治
会
を
は
じ
め
と
す
る
各
種
団
体
に
対
し
、
可
能
な
限
り
活
動
場
所 

 
 

の
提
供
や
従
業
員
に
よ
る
協
力
を
行
う
こ
と
。 

 
 

 

地
域
の
コ
ミ
ュ
ニ
テ
ィ
ス
ペ
ー
ス
の
提
供
を
行
う
こ
と
。 

 
 

 

退
店
、
撤
退
時
期
や
そ
の
後
の
対
応
策
等
に
つ
い
て
、
可
能
な
限
り
早
期
に
情
報
提
供
を 

 
 

行
う
こ
と
。 

 
 

 

志
木
市
商
工
会
は
、
商
店
会
を
サ
ポ
ー
ト
し
、
地
域
全
体
の
商
業
活
性
化
を
推
進
す
る
団 

 
 

体
で
あ
り
、
ト
ス
テ
ム
ビ
バ
株
式
会
社
は
地
域
を
形
作
る
事
業
者
の
一
員
で
あ
る
こ
と
を
自 

 
 

覚
し
、
テ
ナ
ン
ト
事
業
者
を
含
め
、
志
木
市
商
工
会
に
加
入
し
、
地
域
と
連
携
し
て
地
域
経 

 
 

済
の
活
性
化
に
取
り
組
む
こ
と
。 

 
 

 

地
域
の
事
業
者
と
し
て
地
域
経
済
の
活
性
化
に
貢
献
す
る
と
い
う
視
点
か
ら
、
商
店
会
等 

 
 

が
取
り
組
む
共
同
売
出
し
等
の
共
同
事
業
へ
の
企
画
段
階
か
ら
参
画
や
実
施
時
の
ス
ペ
ー
ス 

 
 

の
提
供
、
地
域
の
環
境
整
備
な
ど
の
協
力
を
行
う
こ
と
。 

 
 

 

各
店
舗
の
販
売
商
品
や
、
店
舗
の
清
掃
・
廃
棄
物
の
処
理
・
警
備
、
広
告
印
刷
や
使
用
す 

 
 

る
事
務
用
品
な
ど
の
間
接
部
門
に
お
い
て
は
、
地
域
経
済
を
活
性
化
す
る
た
め
、
志
木
市
内 

 
 

の
事
業
所
ひ
い
て
は
志
木
市
商
工
会
会
員
事
業
所
と
の
取
引
を
適
正
価
格
で
最
優
先
に
努
め 

 
 

る
こ
と
。 

 
 

 

「
地
域
と
協
働
」
で
き
る
販
売
形
態
・
小
売
価
格
へ
の
配
慮
に
努
め
る
こ
と
。 

 
 

 

志
木
市
内
商
工
業
者
を
対
象
と
す
る
説
明
会
の
実
施
を
要
望
す
る
。 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
二
年
九
月
七
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
十
月
七
日
ま
で 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
四
号



三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
南
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 



告 
 

示 

  
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
意
見
を
次

の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
九
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

意
見
の
概
要 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ビ
バ
ホ
ー
ム
志
木
店 

 
 

 

志
木
市
柏
町
一
丁
目
九
百
三
十
番
十
三
号 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
そ
の
他
の
意
見
の
概
要 

 

（
一
）
交
通
安
全
対
策
に
つ
い
て 

 
 

① 

市
道
一
二
三
九
号
線
に
接
す
る
出
入
口
に
つ
い
て
は
、
利
用
者
車
両
に
よ
る
渋
滞
が
生 

 
 

 

じ
な
い
よ
う
対
策
を
講
じ
る
こ
と
。
ま
た
、
商
品
搬
入
車
両
に
つ
い
て
も
同
じ
く
市
道
に 

 
 

 

待
機
す
る
こ
と
な
く
、
ス
ム
ー
ズ
に
施
設
内
に
進
入
で
き
る
よ
う
対
策
を
講
じ
る
こ
と
。 

 
 

② 

利
用
客
の
車
両
の
店
舗
へ
の
出
入
り
は
、
極
力
市
道
第
一
二
三
九
号
線
を
避
け
、
開
発 

 
 

 

道
路
か
ら
出
入
り
す
る
よ
う
、
案
内
看
板
な
ど
適
所
に
掲
示
す
る
こ
と
。 

 
 

③ 

交
通
整
理
員
を
す
べ
て
の
出
入
口
（
Ｎ
Ｏ
・
１
出
入
口
、
搬
出
入
用
出
入
口
、
開
発
道 

 
 

 

路
出
入
口
等
）
に
配
置
の
こ
と
。 

 
 

④ 

と
く
に
出
入
口
Ｎ
Ｏ
・
１
と
開
発
道
路
出
入
口
に
は
常
時
複
数
の
交
通
整
理
員
を
配
置 

 
 

 

の
こ
と
。 

 
 

⑤ 

（
株
）
ト
ス
テ
ム
ビ
バ
、
（
株
）
い
な
げ
や
の
二
店
舗
の
敷
地
に
沿
う
市
道
第
一
二
三 

 
 

 

 
 

 

九
号
線
と
第
一
二
六
二
号
線
に
新
設
さ
れ
る
歩
道
に
つ
い
て
は
、
自
転
車
利
用
客
が
多
く 

 
 

 

見
込
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、
自
転
車
と
歩
行
者
併
用
と
し
、
歩
行
者
と
自
転
車
用
の
カ
ラ
ー 

 
 

 

通
行
分
離
帯
を
設
け
る
こ
と
。 

 
 

⑥ 

開
店
時
の
対
策 

開
店
後
の
二
カ
月
程
度
は
多
数
の
来
客
が
見
込
ま
れ
る
こ
と
か
ら
、 

 
 

 

臨
時
駐
車
場
を
隣
接
の
長
谷
工
コ
ー
ポ
レ
ー
シ
ョ
ン
敷
地
内
に
設
け
る
な
ど
、
開
店
当
初 

 
 

 

の
混
乱
を
避
け
る
よ
う
対
策
を
講
じ
る
こ
と
。 

 

（
二
）
騒
音
・
臭
気
等
・
放
熱
等
の
公
害
対
策
に
つ
い
て 

 
 

① 

変
電
設
備
、
大
型
室
外
機
か
ら
出
る
騒
音
対
策
を
講
じ
ら
れ
る
こ
と
。
と
く
に
、
住
宅 

 
 

 

街
に
近
い
場
所
に
設
置
予
定
の
変
電
設
備
は
常
時
稼
働
さ
れ
る
こ
と
か
ら
、
こ
の
設
備
か 

 
 

 

ら
生
じ
る
低
周
波
音
に
よ
る
健
康
被
害
が
生
じ
る
こ
と
の
な
い
よ
う
、
万
全
の
防
音
対
策 

 
 

 

を
講
じ
る
こ
と
。 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
五
号



 
 

② 

店
舗
内
及
び
ご
み
置
き
場
等
か
ら
放
出
さ
れ
る
臭
気
に
対
し
て
、
外
気
に
漏
れ
る
こ
と 

 
 

 

の
な
い
よ
う
万
全
の
対
策
を
講
じ
る
こ
と
。 

 
 

③ 

地
球
温
暖
化
対
策
と
相
ま
っ
て
、
施
設
全
体
（
駐
車
場
も
含
む
）
か
ら
の
温
室
効
果
ガ 

 
 

 
ス
削
減
に
努
め
る
こ
と
。
拡
散
さ
れ
る
エ
ネ
ル
ギ
ー
な
ど
デ
ー
タ
ー
の
蓄
積
を
行
い
、
具 

 
 

 

体
的
な
改
善
策
に
反
映
さ
せ
る
よ
う
努
め
る
こ
と
。 

 

（
三
）
情
報
公
開
に
つ
い
て 

 
 

① 

種
々
の
環
境
問
題
（
交
通
、
騒
音
、
臭
気
、
消
費
エ
ネ
ル
ギ
ー
等
）
の
デ
ー
タ
ー
の
収 

 
 

 

集
を
行
い
、
必
要
に
応
じ
て
住
民
等
か
ら
の
情
報
公
開
請
求
に
こ
た
え
る
こ
と
。 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
二
年
九
月
七
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
十
月
七
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
南
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 



告 
 

示 

  
大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
（
平
成
十
年
法
律
第
九
十
一
号
）
第
八
条
第
一
項
及
び
第
二
項
の
規

定
に
よ
る
意
見
の
概
要
に
つ
い
て
、
同
条
第
三
項
の
規
定
に
よ
り
公
告
し
、
及
び
当
該
意
見
を
次

の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
九
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

意
見
の
概
要 

 

イ 

大
規
模
小
売
店
舗
の
名
称
及
び
所
在
地 

 
 

 

ビ
バ
ホ
ー
ム
志
木
店 

 
 

 

志
木
市
柏
町
一
丁
目
九
百
三
十
番
十
三
号 

 

ロ 

大
規
模
小
売
店
舗
立
地
法
第
八
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
そ
の
他
の
意
見
の
概
要 

 

（
一
）
交
通
安
全
対
策
に
つ
い
て 

 
 

① 

出
入
口
Ｎ
Ｏ
・
２
の
車
は
、
市
道
一
二
三
九
号
線
よ
り
右
折
で
入
る
計
画
と
な
っ
て
い 

 
 

 

ま
す
が
、
渋
滞
が
心
配
で
す
。
柏
町
一
丁
目
の
旧
ワ
イ
ス
工
場
の
出
入
口
と
な
っ
て
い
た 

 
 

 

所
か
ら
の
出
入
り
と
し
て
下
さ
い
。 

 
 

② 

オ
ー
プ
ン
時
の
仮
駐
車
場
の
確
保
は
必
ず
す
る
こ
と
。
オ
ー
プ
ン
後
、
市
道
で
入
庫
待 

 
 

 
 

ち
渋
滞
を
発
生
し
な
い
よ
う
徹
底
す
る
こ
と
。 

 
 

③ 

周
辺
の
住
宅
地
へ
の
侵
入
を
さ
せ
な
い
よ
う
看
板
設
置
や
、
客
へ
の
周
知
を
徹
底
す
る 

       

こ
と
。 

 
 

④ 

歩
行
者
、
自
転
車
の
人
の
安
全
に
は
十
分
注
意
を
し
、
必
要
な
人
の
配
置
を
し
て
下
さ 

       

い
。 

 

（
二
）
騒
音
、
低
周
波
対
策
に
つ
い
て 

 
 

 
 

騒
音
の
予
測
値
は
環
境
基
準
値
以
下
と
な
る
と
し
て
い
ま
す
が
、
住
民
に
と
っ
て
は
大 

 
 

 

変
な
負
担
と
な
り
ま
す
。
騒
音
を
出
さ
な
い
対
策
を
徹
底
し
て
下
さ
い
。
特
に
二
十
四
時 

 
 

 

間
稼
働
の
設
備
は
本
当
に
苦
痛
で
す
。
併
せ
て
低
周
波
被
害
も
心
配
さ
れ
ま
す
。
設
置
場 

 
 

 

所
の
移
動
、
も
し
く
は
発
生
さ
せ
な
い
対
策
を
真
剣
に
考
え
て
下
さ
い
。 

二 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
二
年
九
月
七
日
か
ら
平
成
二
十
二
年
十
月
七
日
ま
で 

三 

縦
覧
場
所 

 
 

埼
玉
県
産
業
労
働
部
商
業
支
援
課 

 
 

埼
玉
県
南
西
部
地
域
振
興
セ
ン
タ
ー 

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
六
号



告 
 

示 

 
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
十
八
条
第
十
六
項
の
規
定
に
よ
り
、 

長
井
土
地
改
良
区
か
ら
当
該
役
員
を
退
任
し
た
者
の
氏
名
及
び
住
所
に
つ
い
て
、
次
の
と
お
り
届

出
が
あ
っ
た
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
九
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

 

職 

名 
 

 

氏 
 

 
名 

 
 

 

住 
 

 

所 

 

理 

事 
 

戸
井
田 

純 
一 

 

熊
谷
市
八
ツ
口
八
五
九
番
地 

    

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
七
号



告 
 

示 

  
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
三
十
条
第
二
項
の
規
定
に
よ
り
、
次

の
土
地
改
良
区
の
定
款
の
変
更
を
平
成
二
十
二
年
九
月
一
日
認
可
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
九
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 

一 

名
称 

 
 

志
多
見
土
地
改
良
区 

二 

事
務
所
の
所
在
地 

 
 

加
須
市 

   

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
八
号



告 
 

示 

 
 

 
土
地
改
良
法
（
昭
和
二
十
四
年
法
律
第
百
九
十
五
号
）
第
八
十
九
条
の
二
第
一
項
の
規
定
に
よ

り
県
営
土
地
改
良
事
業
大
串
地
区
（
経
営
体
育
成
基
盤
整
備
事
業
）
の
換
地
計
画
を
平
成
二
十
二

年
九
月
二
日
に
定
め
た
の
で
、
同
条
第
四
項
に
お
い
て
準
用
す
る
同
法
第
八
十
七
第
五
項
の
規
定

に
よ
り
公
告
し
、
及
び
そ
の
換
地
計
画
書
の
写
し
を
次
の
と
お
り
縦
覧
に
供
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
九
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

縦
覧
期
間 

 
 

平
成
二
十
二
年
九
月
八
日
か
ら 

 
 

平
成
二
十
二
年
十
月
八
日
ま
で 

二 

縦
覧
場
所 

 
 

吉
見
町
役
場 

       

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
九
号



告 
 

示 

  
次
の
雨
水
流
出
抑
制
施
設
は
、
埼
玉
県
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
と

認
め
た
の
で
、
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
九
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

第
二
〇
〇
九
―
三
〇
―
〇
号 

二 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
区
域 

 
 

熊
谷
市
冑
山
字
賢
木
岡
西
九
番
四
、
外
七
筆 

三 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
容
量 

 
 

容
量 

二
一
八
・
四
立
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

浸
透
効
果
量 

〇
・
〇
六
七
立
方
メ
ー
ト
ル
毎
秒 

  

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
十
号



告 
 

示 

  
次
の
雨
水
流
出
抑
制
施
設
は
、
埼
玉
県
雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
設
置
等
に
関
す
る
条
例
（
平
成

十
八
年
埼
玉
県
条
例
第
二
十
号
）
第
五
条
第
一
項
の
規
則
で
定
め
る
技
術
的
基
準
に
適
合
す
る
と

認
め
た
の
で
、
告
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
九
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
知
事 

上 

田 

清 

司 
 

 
 

一 

許
可
番
号 

 
 

第
二
〇
〇
九
―
二
九
―
二
号 

二 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
敷
地
で
あ
る
土
地
の
区
域 

 
 

八
潮
市
大
字
木
曽
根
字
下
一
一
三
〇
―
一 

他
四
筆 

三 

雨
水
流
出
抑
制
施
設
の
容
量 

 
 

容
量 

一
二
〇
八
・
四
立
方
メ
ー
ト
ル 

 
 

 

  

埼
玉
県
告
示
第
千
二
百
十
一
号



告 
 

示 

 
埼
玉
県
川
越
県
税
事
務
所
長
告
示
第
三
号 

 

地
方
税
法
（
昭
和
二
十
五
年
法
律
第
二
百
二
十
六
号
）
第
百
四
十
四
条
の
九
第
三
項
の
規
定
に

よ
り
、
次
の
と
お
り
特
約
業
者
の
指
定
を
取
り
消
し
た
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
九
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
川
越
県
税
事
務
所
長 

高 

橋 

貞 

治 
 

 
 

  

指

定

取

消

年

月

日 

主
た
る
事
務
所
又
は 

事
業
所
の
所
在
地 

代

表

者

の

氏

名 

氏

名

又

は

名

称 

平
成
二
十
二
年
六
月
三
十
日 

埼
玉
県
さ
い
た
ま
市
大
宮
区
桜
木
町
四
丁
目
三
八
四
番
地 

 

伊
田 

雄
二
郎 

グ
ッ
ド
ウ
ィ
ル
東
和
株
式
会
社 



告 
 

示 

 
埼
玉
県
流
域
下
水
道
事
業
告
示
第
十
号 

 

Ｗ
Ｔ
Ｏ
に
基
づ
く
政
府
調
達
に
関
す
る
協
定
の
適
用
を
受
け
る
調
達
に
つ
い
て
、
落
札
者
を
決

定
し
た
の
で
、
次
の
と
お
り
公
示
す
る
。 

 
 

平
成
二
十
二
年
九
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

埼
玉
県
下
水
道
事
業
管
理
者 

加
藤
孝
夫 

         



１ 落札に係る建設工事の名称 

  荒川左岸南部流域下水道終末処理場５号汚泥焼却炉機械設備工事 

２ 契約に関する事務を担当する部局の名称及び所在地 

埼玉県荒川左岸南部下水道事務所設備担当 埼玉県さいたま市南区辻８丁目 27

番 20 号 

３ 落札者を決定した日 

  平成22年８月６日 

４ 落札者の氏名及び住所 

メタウォーター株式会社 東京都港区虎ノ門４丁目３番１号 

５ 落札金額 

  4,840,500,000円 

６ 契約の相手方を決定した手続 

  一般競争入札 

７ 入札の公告を行った日 

  平成22年６月25日 



告  示 

 

埼玉県公安委員会告示第253号 

 道路交通法（昭和35年法律第105号）第108条の32の２第１項の規定により次の者

を運転免許取得者教育施設として認定したので、同条第２項の規定により公示する。 

  平成22年９月７日 

                埼玉県公安委員会委員長 岩 間   志 

 運転免許取得者教育の認定に関する規則（平成12年国家公安委員会規則第４号）

第１条第８号の課程 

名 称 及 び 住 所 並 び に  

代 表 者 の 氏 名 

運転免許取得者教育

を行う施設の名称及

び所在地 

教 育 課 程 の

名          称 

認定を行った 

年  月  日 

株式会社臼田 

桶川市西２丁目10番15号 

臼田 和弘 

指扇自動車教習所 

さいたま市西区大字

高木1635番地 

ドライバーズ 

セミナー 

平成22年８月

17日 
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示 

 
埼
玉
県
選
管
告
示
第
百
三
十
二
号 

 

平
成
二
十
二
年
九
月
十
二
日
執
行
の
埼
玉
県
議
会
議
員
補
欠
選
挙
（
西
第
十
一
区
）
に
お
け
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選
挙
会
の
日
時
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は
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次
の
と
お
り
で
あ
る
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日
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年
九
月
十
二
日 

午
後
九
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場
所 

坂
戸
市
民
総
合
運
動
公
園 

大
体
育
室 
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示 

 
埼
議
選
西
第
十
一
区
告
示
第
二
号 

 

平
成
二
十
二
年
九
月
十
二
日
執
行
の
埼
玉
県
議
会
議
員
補
欠
選
挙
（
西
第
十
一
区
）
に
お
け
る

選
挙
会
の
参
観
人
員
を
三
十
人
に
制
限
す
る 

 
 

平
成
二
十
二
年
九
月
七
日 

 
 

 
 

 
 

 

埼
玉
県
議
会
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補
欠
選
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十
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安 
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正

誤

埼
玉
県
条
例
第
三
十
七
号
（
平
成
二
十
二
年
八
月
六
日
第
二
千
二
百
七
号
）
中
訂
正

ペ
ー
ジ

六

別
表
中

誤正

多
目
的
ホ
ー

ル
Ａ 名

称

一
時
間

単
位

五
、
三
〇
〇

平
日

県
民
利
用

利
用
料
金
の
上
限
額
（
円
）

九
、
七
〇
〇

日
曜
日
・
土
曜

日
・
休
日

一
般
利
用

一
四
、
五
〇
〇

平
日

県
民
利
用

一
六
、
一
〇
〇

日
曜
日
・
土
曜

日
・
休
日

一
般
利
用

多
目
的
ホ
ー

ル
Ａ 名

称

一
時
間

単
位

五
、
三
〇
〇

平
日

県
民
利
用利

用
料
金
の
上
限
額
（
円
）

九
、
七
〇
〇

日
曜
日
・
土
曜

日
・
休
日

一
四
、
五
〇
〇

平
日

一
般
利
用

一
六
、
一
〇
〇

日
曜
日
・
土
曜

日
・
休
日
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